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　 特定園芸施設（ 骨材と 被覆材を 含む）に以下の四つを 農家選択で追加する こ と が

でき ます。 ※棟ごと の選択が可能です。

加入できるも の0 1

支払対象と なる災害は0 2

附帯施設
換気施設、巻上げ機

（ く るく る）など

施設内で栽培する作物

倒壊したハウスの

復旧に要した費用

施設内
農作物

撤去費用

復旧費用

倒壊したハウスの

撤去に要した費用

加入条件
○所有するハウスの面積合計が2 a 以上。

○所有するハウスは全棟加入が条件になり ます。

支払対象と なら ない場合

○通常すべき管理を怠ったとき 。 　 ○自然消耗等によって生じた損害。

○病害虫や生理障害、薬害により 生じた被害。

■ パイプハウス　 ■ 鉄骨ハウス

■ ネット ハウスなど

特定園芸施設

もしもの時にあなたの経営を守る
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共済価額は減価償却を反映した時価額になります。

【 特定園芸施設の時価額】

共済価額0 3

施設本体の

再建築価額

被覆材の

再取得価額
時価現有率 経過割合

※価格は国の基準を適用しますが、ハウス本体については見積書で算定した価額による

加入もできます。

【 附帯施設の時価額】

附帯施設の

再建築価額
時価現有率

※附帯施設の再取得価額は販売価額

の見積書等により 算出します。

【 施設内農作物の価額】

施設本体+

被覆材

再建築価額

施設内

農作物算定率

※施設内農作物算定率は国が定めた率

です。

【 撤去費用の価額】

㎡あたり

撤去費用基準額

特定園芸施設の

設置面積

※㎡あたり 撤去費用基準額は国が定め

た単価です。

【 復旧費用の価額】

施設本体の

再建築価額

施設本体の

再建築価額－

時価現有率

1年未満
1年以上
2年未満

2年以上
3年未満

3年以上
4年未満

4年以上
5年未満

5年以上
6年未満

6年以上
7年未満

7年以上
8年未満

8年以上
9年未満

9年以上
10年未満

10年以上
11年未満

時価補償部分

復旧費用補償部分

復旧費用と セッ ト で加入すると 1 0 0 ％まで引き 上げ可能になり ます。

時価額補償のイ メ ージ図（ パイ プハウスの例）
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共済金額（ 最高補償金額）0 4

共済掛金0 5

共済金額
（ 補償額）

共済掛金

○小損害不填補の選択

共済金額 掛金率

付保割合
（ 補償割合）
4 0 ～8 0 ％

加入者が選択する

補償割合です。

特定園芸施設価額

附帯施設価額

施設内農作物価額

復旧費用の価額

撤去費用の価額

掛金は国が５ 割を負担します。

共済金額は共済価額に加入者が選択した付保割合を乗じ た額と なります。

※付保割合は棟ごとに選択できます。

掛金率は農家ごとに過去の被害に応じ て変わります。

共済金額が１億6 千万円を超える部分の掛金は全額農家負担と なります。

○補償割合を10 0 ％にするには付保割合特約に加入する必要があります。

注意： 施設内農作物のみ付保割合特約は適用さ れません。

　 基準額の設定は農家が選択し 、基準額を高く 設定すると 掛金が高く なり 、基準額を

低く 設定すると 掛金が安く なります。

※基準額は棟ごとの選択が可能です。

農家が選択します

高く なる 安く なる掛  金

小損害不填補

1 万円

小損害不填補 

3 万円

小損害不填補

10 万円

小損害不填補

10 0 万円

小損害不填補

2 0 万円

小損害不填補

5 0 万円

※付保割合特約と小損害不填補１万円コースの掛金部分は全額農家負担となっています。

－３ －

もしもの時にあなたの経営を守る



責任期間（ 補償期間）・ 開始日0 6

・ 責任期間は共済掛金等を納めていただいた翌日から１年間です。

（ 被覆期間・ 未被覆期間も含めて周年加入が基本になります。）

※被覆期間に合わせた短期加入はできません。

・ 開始日は毎月の5 日・ 15日・ 2 5日です。（ 前日までの納入）

共済金のお支払い0 7

【 損害額の計算について】

※自然消耗割合と は、責任開始日から 被害をう けた期間までの劣化を考慮し た割合です。

＜本体部分＞

例〉 特定園芸施設の損害額の場合

ハウス本体の時価額　   損害割合

＜被覆材部分＞

被覆材の時価額　   損害割合
10 0 ％　   

自然消耗割合（ ）

【 共済金の計算について】

損害額支払共済金
共済金額

共済価額

被害が発生し た場合は速やかに組合にご連絡く ださ い。 事故発生通知を怠っ た

場合は共済金の全額又は一部が支払われないこ と があり ます。
重要：

　 1事故に対して1棟ごとの損害額が加入時に選択した基準

額を超えた場合に共済金をお支払いします。

－４ －

＜被覆材の評価例＞

破損個所

（ 図では　 　 　 　 部分を被害部分として評価します。）



「 加入のポイント 」0 8

①掛金を割引！

加入者が全体の8 割以上

加入者が集団加入以前より 増加
かつ 掛金の5 ％割引

5 名以上の加入者で

10 名以上の加入者で

②加入者数で賦課金を割引！

賦課金の1 0 ％割引

賦課金の2 0 ％割引

賦課金は掛金とは別に負担していただく 事務費負担金のことです。

※上記集団加入の際は農業共済組合と 協定を締結する必要があります。

※収入保険への加入は青色申告を行っている場合が対象と なります。

※園芸施設共済の施設内農作物と 重複して加入できません。

　 生産部会や地域等の集団で加入していただく と 掛金等の

割引ができるよう になりました。

集団で加入すると 掛金がお得に！

　 ハウスの損害を 補償する 園芸施設共済と 収入の減少を 補償する 収入保険はセッ

ト で加入でき ますので、充実し た補償を 希望さ れる 場合は収入保険へのご加入も

ご検討く ださ い。

収入保険と のセッ ト 加入

－５ －

園芸施設共済

施設に対する補償

収入保険

収入に対する補償



1 0 a あたり の共済掛金早見表

・ 新規でハウス本体のみ加入し た場合の目安です。※ハウスの構造や被覆材の種類よっ て金額が変わり ます。

・ 別途、事務賦課金を いただき ます。

－６ －

ハウスの種類： Ⅱ類 （ パイ プハウスなど）

ハウスの種類： Ⅳ類甲 （ 鉄骨ハウス軟質ビ ニール使用）

ハウスの種類： Ⅲ類 （ 4 8 6 ハウスなど）

ハウスの種類： Ⅵ類 （ 平張・ ネッ ト ハウスなど ）

ハウスの種類： Ⅳ類乙 （ 硬質ビ ニール使用）

ハウスの種類： Ⅴ類 （ 鉄骨ハウス合成樹脂版使用）

1 万円

3 万円

1 0 万円

2 0 万円

5 0 万円

1 0 0 万円

小損害不填補
農家負担掛金

1 3 7 ,5 3 6

1 3 6 ,2 5 8

5 5 ,7 3 6

1 9 ,4 4 4

4 ,1 3 8

1 ,8 1 9

１ 年

1 2 7 ,8 6 8

1 2 6 ,6 8 0

5 1 ,8 1 8

1 8 ,0 7 8

3 ,8 4 7

1 ,6 9 1

３ 年

1 1 8 ,2 0 0

1 1 7 ,1 0 1

4 7 ,9 0 0

1 6 ,7 1 1

3 ,5 5 6

1 ,5 6 3

５ 年

9 5 ,2 3 8

9 4 ,3 5 3

3 8 ,5 9 5

1 3 ,4 6 4

2 ,8 6 5

1 ,2 6 0

1 0 年

1 万円

3 万円

1 0 万円

2 0 万円

5 0 万円

1 0 0 万円

小損害不填補
農家負担掛金

1 8 4 ,7 0 2

1 8 3 ,4 4 5

1 3 1 ,8 3 9

9 3 ,0 4 6

3 1 ,2 2 8

3 ,1 3 2

１ 年

1 7 1 ,4 3 6

1 7 0 ,2 6 9

1 2 2 ,3 7 0

8 6 ,3 6 3

2 8 ,9 8 6

2 ,9 0 7

３ 年

1 5 8 ,1 7 0

1 5 7 ,0 9 4

1 1 2 ,9 0 1

7 9 ,6 8 0

2 6 ,7 4 3

2 ,6 8 2

５ 年

1 2 6 ,6 6 4

1 2 5 ,8 0 1

9 0 ,4 1 1

6 3 ,8 0 8

2 1 ,4 1 6

2 ,1 4 8

1 0 年

1 万円

3 万円

1 0 万円

2 0 万円

5 0 万円

1 0 0 万円

小損害不填補
農家負担掛金

1 5 1 ,0 4 1

1 5 0 ,3 5 1

1 3 4 ,5 6 5

9 4 ,1 3 2

4 9 ,9 5 8

1 2 ,3 1 0

１ 年

1 4 0 ,0 1 9

1 3 9 ,3 8 0

1 2 4 ,7 4 6

8 7 ,2 6 3

4 6 ,3 1 2

1 1 ,4 1 2

３ 年

1 2 8 ,9 9 8

1 2 8 ,4 0 9

1 1 4 ,9 2 6

8 0 ,3 9 4

4 2 ,6 6 7

1 0 ,5 1 4

５ 年

1 0 2 ,8 2 1

1 0 2 ,3 5 2

9 1 ,6 0 5

6 4 ,0 8 0

3 4 ,0 0 9

8 ,3 8 0

1 0 年

1 万円

3 万円

1 0 万円

2 0 万円

5 0 万円

1 0 0 万円

小損害不填補
農家負担掛金

3 8 ,2 1 5

3 7 ,7 3 8

3 2 ,4 5 9

2 5 ,0 0 0

1 4 ,7 8 2

6 ,5 7 4

１ 年

3 5 ,5 2 3

3 5 ,0 7 9

3 0 ,1 7 2

2 3 ,2 3 8

1 3 ,7 4 0

6 ,1 1 0

３ 年

3 2 ,8 3 0

3 2 ,4 2 0

2 7 ,8 8 5

2 1 ,4 7 7

1 2 ,6 9 9

5 ,6 4 7

５ 年

2 6 ,4 3 4

2 6 ,1 0 4

2 2 ,4 5 3

1 7 ,2 9 3

1 0 ,2 2 5

4 ,5 4 7

1 0 年

1 万円

3 万円

1 0 万円

2 0 万円

5 0 万円

1 0 0 万円

小損害不填補
農家負担掛金

1 3 ,7 4 2

1 3 ,6 1 2

1 0 ,7 1 7

7 ,6 4 9

4 ,3 2 1

8 2 1

１ 年

1 2 ,9 0 7

1 2 ,7 8 5

1 0 ,0 6 6

7 ,1 8 4

4 ,0 5 9

7 7 1

３ 年

1 2 ,0 7 1

1 1 ,9 5 7

9 ,4 1 4

6 ,7 1 9

3 ,7 9 6

7 2 1

５ 年

1 0 ,0 8 7

9 ,9 9 2

7 ,8 6 7

5 ,6 1 4

3 ,1 7 2

6 0 3

1 0 年

1 万円

3 万円

1 0 万円

2 0 万円

5 0 万円

1 0 0 万円

小損害不填補
農家負担掛金

4 6 ,9 7 7

4 6 ,9 5 5

3 7 ,4 1 3

2 7 ,8 8 1

1 4 ,4 9 0

3 ,7 1 6

１ 年

4 3 ,5 5 9

4 3 ,5 3 9

3 4 ,6 9 0

2 5 ,8 5 2

1 3 ,4 3 6

3 ,4 4 6

３ 年

4 0 ,1 4 1

4 0 ,1 2 2

3 1 ,9 6 8

2 3 ,8 2 3

1 2 ,3 8 1

3 ,1 7 5

５ 年

3 2 ,0 2 2

3 2 ,0 0 7

2 5 ,5 0 2

1 9 ,0 0 5

9 ,8 7 7

2 ,5 3 3

1 0 年

沖縄県農業共済組合

園 芸 施 設 共 済



異動通知（ 変更通知）

　 加入し た特定園芸施設等について、お申込みいただいた内

容に次のいずれかが該当する 異動（ 変更）が生じ た場合には、

遅滞なく 組合へ連絡を お願いし ます。

①譲渡、移転、解体、増築若し く は改築し たと き

②構造又は材質を変更し たと き

③被覆期間等の変更をし たと き

④共済事故以外の事由により 破損若し く は消失し たと き

⑤他の保険若し く は共済に加入し たと き

⑥施設内農作物の種類若し く は栽培期間を変更し たと き

詳し いお問い合わせは最寄り のNOSAI沖縄まで

【 本　 所】

〒900-0024　 沖縄県那覇市古波蔵１丁目２４ 番２７号３ 階

☎098-833-8188

【 北部支所】

〒905-0009　 名護市宇茂佐の森５ 丁目２ 番地７ ２ 階

☎0980-52-4082

【 中南部支所】

〒901-1204　 南城市大里字稲嶺1518-1

☎098-945-3293

【 宮古支所】

〒906-0012　 宮古島市平良字西里1445-1

☎0980-72-4724

【 八重山支所】

〒907-0003　 石垣市平得744-1

☎0980-82-4780
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